
インボイス制度導入が年収500万円以下のフ
リーランスライターに与える経営的影響と廃業

リスクに関する総合検証レポート 
1. 序論：本報告書の検証目的と社会的背景 
2023年10月に施行された消費税の適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）は、日本の
税務行政における歴史的な転換点であると同時に、国内の商取引慣行に不可逆的な変化をもたら

した。特に、BtoB（企業間取引）を主戦場とし、これまで免税事業者として活動してきた小規模な個人
事業主やフリーランスにとって、本制度への対応は事業の存続を左右する重大な経営課題となって

いる。 

本報告書は、「インボイス制度の導入により、年収500万円以下のフリーランスライターの多くが課税
事業者に登録したが、実際には消費税納付額が手取り収入を圧迫し、廃業率の上昇につながって

いる」という仮説に対し、客観的なデータに基づく多角的な検証を行うことを目的とする。 

フリーランスライターという職種は、原価や仕入経費が極めて少なく、売上の大部分が粗利益となる

労働集約型のナレッジワーカーである。このような事業構造においては、原則的な消費税計算（本則

課税）を行った場合、控除できる仕入税額が少ないため、他の小売業や製造業と比較して消費税の

納付負担が売上規模に対して相対的に重くなるという構造的脆弱性を抱えている。本稿では、制度

施行から一定期間が経過した2024年から2026年にかけての各種統計調査、マクロ経済指標、国会
や業界団体における議論の変遷を網羅的に分析し、仮説の真偽と実態を実証的に明らかにする。 

2. インボイス制度の登録率推移と小規模事業者の実態分析 
仮説の第一段階である「多くのフリーランスが課税事業者に登録したか」という点について、複数の

実態調査データを横断的に分析することで、一様ではないフリーランスの対応状況が浮き彫りとな

る。 

全体的な傾向として、インボイス制度への登録率は制度施行を機に劇的な上昇を見せた。フリーラ

ンス協会が公表した調査レポートによれば、インボイス制度登録者の割合は直近の2年間で7.0%か
ら41.5%へと大幅な上昇を記録している 1。これは、主要な取引先である大企業や中堅企業からの要
請、あるいは将来的な取引排除への危機感が強力な動機付けとして作用した結果であると推察され

る。しかしながら、同調査において制度開始後も免税事業者を継続する意思を明確にしている層が

依然として34.9%存在しており、市場全体が完全に課税事業者へと移行したわけではない事実も同
時に示されている 1。 

さらに、ランサーズ株式会社が2024年10月末から11月にかけて実施した「インボイス制度に関する
実態調査」（有効回答数617名）においては、より保守的なデータが示されている。同調査では、イン
ボイス発行事業者として登録済みのフリーランスは全体の28.7%にとどまり、残りの71.3%が未登録
（免税事業者）のままであるという結果が報告された 3。このデータの乖離は、クラウドソーシング
サービスに登録するユーザー層（副業層や極めて売上規模の小さい小規模事業者が多く含まれる）



という属性が強く影響していると考えられる。 

調査主体と実施時期 課税事業者（登録済み）の割合 免税事業者（未登録・継続意向）
の割合 

フリーランス協会調査（直近2
年の推移） 

41.5% 34.9%（継続意向） 

ランサーズ株式会社調査（

2024年10月〜11月） 
28.7% 71.3%（未登録） 

株式会社ココナラテック調査（

2024年1月） 
31.7%（予定含む） 45.9%（未登録） 

職種別や年収帯別のミクロな登録率に関する厳密なクロス集計データは調査報告書内に明記され

ていないものの、ランサーズの調査結果から未登録層の心理的・構造的な障壁を読み解くことがで

きる。未登録の理由として最も多く挙げられたのは「経済的なメリットを感じない」（20.5%）であり、次
いで「事務負担の増加」（14.4%）、「制度を十分に理解していない」（13.4%）が続く 3。また、今後の登
録意向についても「登録する予定はない」とする層が51.9%を占める一方で、「条件が合えば検討す
る」と回答した層も45.4%存在し、多くのフリーランスが取引先の出方や自身の売上推移を見極めな
がら態度を保留している状況が観察される 3。 

さらに、株式会社ココナラテックが2024年1月に実施した意識調査（対象300名）でも、登録済み（予
定含む）は31.7%にとどまり、45.9%が未登録であると報告されており、制度の理解度についても約4
割が「聞いたことはあるが説明できない」と回答するなど、リテラシーの格差が登録率の停滞に影響

していることが示唆されている 4。 

結論として、仮説にある「多くが登録した」という認識は、売上規模が比較的大きい層や特定の業界

においては事実であるが、年収500万円以下という小規模事業者層に限定した場合、依然として過
半数が免税事業者にとどまっており、仮説の前段部分は部分的な実証にとどまる。 

3. 課税事業者転換による実質負担額の試算と手取り収入の
圧迫構造 
仮説の中核をなす「消費税納付額が手取り収入を圧迫している」という事象について、年収（税抜売

上）500万円のフリーランスライターをモデルケースとし、各申告方式における実質的な税負担額と



可処分所得への影響を定量的かつ精緻に試算する。 

ライター業をはじめとするクリエイティブ・ナレッジワーカーは、事業活動において外注費や高額な資

材仕入れが発生しにくい特性を持つ。交通費、通信費、一部の機材購入費を除けば、大半の経費は

非課税である人件費（自身への生活費）や家賃（非課税取引）に消えるため、売上高に対する課税

仕入れの割合が極めて低い。この構造は、消費税の原則課税制度の下では「支払った消費税額の

控除が少なく、受け取った消費税のほとんどを納付しなければならない」という著しい不利益をもたら

す。 

消費税率10%の環境下において、税抜売上500万円に対してクライアントから50万円の消費税を受
け取った場合のシミュレーション結果を以下に示す。なお、課税仕入れは売上の10%（50万円、消費
税分5万円）と仮定し、ライター業は簡易課税における第5種事業（サービス業等、みなし仕入率50%
）として計算する。 

適用する消費税

の申告方式 
税額計算の基本

メカニズム 
年間の消費税納

付額 
税引後の手取り

収入（税込売上

からの残額） 

免税時と比較した

手取りの減少額 

免税事業者（未

登録） 
納付義務が免除

されるため全額

が手元に残る 

0円 5,500,000円 0円 

原則課税（本則

課税） 
受取消費税額（

50万円）－ 支払
消費税額（5万
円） 

450,000円 5,050,000円 450,000円 

簡易課税制度 受取消費税額（

50万円）× (1 － 
みなし仕入率

50%) 

250,000円 5,250,000円 250,000円 

2割特例（激変緩
和措置） 

受取消費税額（

50万円）× 20% 
100,000円 5,400,000円 100,000円 



3割特例（今後の
移行案） 

受取消費税額（

50万円）× 30% 
150,000円 5,350,000円 150,000円 

この試算が明確に示しているのは、インボイス発行事業者として原則課税を選択した場合、年収

500万円のライターは約45万円という甚大なキャッシュアウトに直面するという残酷な現実である。こ
れは月額にして約3.7万円の手取り減少を意味し、所得税、住民税、そして重い国民健康保険料を
支払わなければならないフリーランスにとって、生活基盤を揺るがす直接的な打撃となる。 

政府はこの影響を緩和するため、「2割特例」と呼ばれる激変緩和措置を導入した。これは免税事業
者から適格請求書発行事業者になった者を対象に、事前の届出なしで納付税額を売上税額の2割
に抑えることができる制度である 5。この特例を利用すれば納付額は10万円に抑えられるが、それで
も手取りが減少することに変わりはない。「1万人のインボイス実態調査」に寄せられた当事者の声に
は、「2割特例期間であっても売上ベースの新規借入で支払っている」という悲痛な証言が含まれて
おり、限界的な生活水準にある事業者にとっては、この「わずかな負担」すら死活問題となっているこ

とが証明されている 7。 

したがって、「消費税納付額が手取り収入を圧迫している」という仮説は、定量的なシミュレーションと

定性的な証言の双方から、疑いようのない事実として検証される。 

4. 負担軽減措置の利用状況と政策的延長がもたらす構造的
課題 
2割特例や簡易課税制度といった負担軽減措置は、多くのフリーランスにとって命綱となっているが、
その利用状況や将来への見通しには深い懸念と政策的な綱引きが存在している。 

日本文芸家協会等の調査において、「取引先の関係で課税事業者にならざるを得なかったが、単価

が上がるわけでもなく、依頼案件の数も増えたわけでもなく、むしろ仕事内容的な面で負担が増え

た」との不満が噴出しているように、特例を利用してもなお、インボイス登録はフリーランスを疲弊さ

せている 7。ランサーズの調査によれば、登録事業者のうち24.5%が「税務処理の難易度上昇」を、
25.3%が「業務量の増加」を課題として挙げており、制度適応のための学習コストと実務コストが重く
のしかかっている 3。 

さらに重大な懸念材料は、2割特例が恒久的な制度ではなく「時限措置」として設計されている点で
ある。政府および与党（自民党・公明党・国民民主党の枠組み）は、令和8年度（2026年度）税制改
正大綱において、インボイス制度導入に係る各種経過措置は最終的に終了させる方針を堅持しつ

つも、激変緩和の観点から新たな延長策を打ち出した 5。具体的には、2026年度で終了予定であっ
た2割特例を、段階的に「3割特例」へと引き上げた上で、2028年9月末まで2年間延長する方針が決
定されたのである 5。 

この決定に至る背景には、業界団体の激しいロビー活動があった。2025年11月、フリーランス協会
の代表らは全国青色申告会総連合と共に片山さつき財務大臣を直接訪問し、物価高下で苦しむ小

規模事業者の救済として「インボイス制度の負担軽減措置の恒久化」や「青色申告特別控除の引き



上げ」を最重点要望事項として訴えかけた 5。彼らが根拠とした実態調査では、政府に早急に対策し
てほしい問題の第1位が「インボイス制度」であり、特例終了に対する強い不安が示されていた。結果
として特例の延長は実現したものの、「恒久化」の要望は退けられ、税負担は20%から30%へと引き
上げられることとなった 5。 

この特例終了後の防衛策として位置づけられるのが「簡易課税制度」である。フリーランス協会の調

査によれば、簡易課税制度の認知度は64.8%にとどまっており、自身にとって税負担が軽くなる可能
性があるにもかかわらず、その存在を知らない、あるいは利用手続きを行っていない事業者が多数

存在している「認知のギャップ」が浮き彫りとなっている 2。簡易課税は2割・3割特例とは異なり、事前
の届出（原則として課税期間の初日の前日まで）が必須であり、この手続きを失念した場合、特例終

了と同時に最も負担の重い原則課税へと強制的に移行させられるリスクを孕んでいる 5。 

5. フリーランスの廃業率データとマクロ経済指標との相関分析 
仮説の最終段階である「廃業率の上昇につながっているか」について、各種統計データと調査結果

を比較分析する。 

国の中小企業白書（2024年版）の統計によれば、日本国内の企業の廃業率は2010年度以降低下
傾向にあったが、2022年度にはわずかに上昇に転じ3.3%を記録した 8。特筆すべきは、開業企業や
存続企業に比べて、廃業企業に占める「小規模事業者」の割合が極めて高い水準にあるという構造

的な事実である 8。 

さらに、東京商工リサーチ（TSR）が公表している2025年度から2026年度初頭にかけての全国企業
倒産推移（負債1,000万円以上の事案）を精査すると、小規模・零細企業の連鎖的な経営破綻が鮮
明に表れている 9。倒産件数は、2025年4月の828件から始まり、7月には961件、10月には965件と
急増し、2026年1月には887件、2月には851件と、前年同月比で恒常的に増加するトレンドが定着し
ている 9。 

これらの倒産事案の構造を分解すると、その大半が従業員10名未満の零細企業であり、倒産形態
の90%以上が事業の清算を意味する「破産」となっている 9。主な倒産要因として浮上しているのは、
人手不足による「人件費高騰」（採用難や従業員退職を含む）、物価高騰に伴う仕入コストの増大、

そしてコロナ禍で実施された「ゼロゼロ融資（実質無利子・無担保融資）」の返済開始による資金繰り

の悪化である 9。特に、フリーランスと同様に個人の労働集約性が高いサービス業（家事代行サービ
ス業での過去最多の倒産など）や専門料理店において記録的な倒産が頻発している事実は、個人

事業主を取り巻くマクロ経済環境が過去に類を見ないほど悪化していることを示している 9。 

負債1,000万円以上を対象とするこのTSRの倒産統計には、負債を抱えずに静かに看板を下ろすフ
リーランスの「休廃業」は直接的にはカウントされない。しかしながら、アンケート調査に基づくミクロ

なデータは、水面下で進行する深刻な「廃業ドミノ」の実態を裏付けている。 

株式会社ココナラテックが2024年1月に実施した調査では、「インボイス制度の影響で廃業もしくは雇
用形態の変更を検討する可能性がある」と回答したフリーランスが36.7%にも上った 4。「インボイス
制度を考えるフリーランスの会（STOP！インボイス）」が実施した調査においては、「すでに廃業した」
と回答した者が2.3%存在し、自由回答欄には「インボイスが廃止されない場合、2028年10月に廃業
予定です」「手取りが減るのは耐えられない。廃業を検討している」といった絶望的なコメントが多数



寄せられている 7。 

これらのデータ群を統合すると、インボイス制度単独がすべての廃業の原因であると断定することは

統計学的に困難であるものの、「物価高騰と社会保険料増大という経済的逆風の中において、イン

ボイス登録に伴う消費税負担と事務負担の増加が、ギリギリで経営を維持していた年収500万円以
下のフリーランスに対する『最後の一撃（トドメ）』として作用し、結果的に廃業率を大きく押し上げるト

リガーとなっている」という仮説は、極めて高い確度で実証される。 

6. 仮説への反証：インボイス登録による事業的メリットと成功
事例 
仮説の公平な検証のためには、否定的な側面だけでなく、インボイス登録によってフリーランスが享

受した肯定的なデータ（反証）も積極的に提示し、客観的な全体像を描き出す必要がある。 

前述の通り、ランサーズの調査において課税事業者登録をしたフリーランスの過半数（66.2%）が「特
段のメリットを感じない」と回答しているものの、一方で明確なビジネス上の恩恵を実感している層も

確実に存在している 3。 

具体的に確認されたメリットの第一は、「取引先との信頼関係の強化」である。登録事業者の19.0%
がこれを実感しており、特に上場企業やコンプライアンス基準の厳しい中堅以上の企業をクライアン

トに持つフリーランスにとって、適格請求書を発行できることが「適正なビジネスパートナー」としての

証明となり、契約の継続やより深い関係構築に寄与している 3。 

第二のメリットは、「取引の透明性の向上」である。10.3%の事業者がこれを挙げており、これまで曖
昧になりがちであった報酬の内訳（本体価格と消費税額）が契約上明確化されたことで、報酬交渉

のベースラインが整い、不当な買いたたきを防ぐ副次的効果が生まれている 3。 

第三のメリットとして特筆すべきは、「案件獲得数や受注量の増加」である。登録者の4.5%が受注増
を報告しており、受注量が「変わらない」と回答した71.8%の層と合わせると、登録者の約76%がイン
ボイス制度導入という環境変化の中で取引基盤の防衛、あるいは拡大に成功している事実がある 3

。これは、免税事業者との取引（仕入税額控除ができない取引）を敬遠し始めた企業からの発注が、

コンプライアンス上の懸念がない課税事業者へと優先的に再配分されたことによる「機会利益」の獲

得現象と分析できる。 

さらに、株式会社ココナラテックの調査においても、課税事業者登録をしたフリーランスの52.5%が
「業務や取引に影響はなかった」と回答している 4。このデータが示唆するのは、自身の提供する成
果物の専門性や独自性が高く、クライアントに対して確固たる交渉力を持っているフリーランス、ある

いはすでに十分な利益率を確保している事業者にとっては、インボイス制度の導入自体は決定的な

経営的ダメージにはなっておらず、むしろ競合他社（未登録のフリーランス）を市場から排除し、自ら

のポジショニングを強固にする防壁として機能しているという冷徹なビジネス上の現実である。 

7. 専門家、業界団体、国会における賛否両論の整理 
インボイス制度に対する評価は、当事者であるフリーランス、実務を担う税理士・会計士、そして政策

を決定する政治の場において、根本的な立場の違いから激しく対立している。 



業界団体・クリエイター陣営からの猛烈な反発 
日本脚本家連盟、日本児童文学者協会、日本シナリオ作家協会など、個人事業主を多数抱えるコン

テンツ・クリエイター団体は、制度導入の初期段階から一貫して強硬な反対姿勢を貫いている 11。彼

らが発表した共同声明における主張の核心は、「免税事業者は仕入れの際などにすでに消費税を

負担しているにもかかわらず、インボイス制度によって取引から不当に排除される恐れがある」とい

う点にある。また、適格請求書発行事業者として登録することで本名等の個人情報が公表されるプ

ライバシー上のリスクや、何よりも「若い世代のクリエイターを育成し、コンテンツ産業を活性化する

ための土壌が破壊される」という産業政策的な観点からの危機感が強く表明されている 11。 

さらに草の根の運動として、「インボイス制度を考えるフリーランスの会（STOP！インボイス）」は、
SNS等を駆使して約50万筆という国内最多規模のオンライン署名を集め、岸田文雄首相や鈴木俊
一財務相に対して直接「制度の英断（中止）」を突きつけるなど、大きな社会的ムーブメントを形成し

た 12。彼らが公表したアンケート結果からは、「免税事業者の取引排除が明らかに進んでいる」「消

費税の増税分や経費の高騰を価格に転嫁できない」といった深刻な実態が告発されている 7。 

税務専門家（税理士・会計士）の複雑な視点 
一方、税理士や公認会計士といった専門家の間では、税制の理念と実務の現実との間で評価が二

分されている。 

制度を肯定する見解の根底には、「公平な税制の確立」がある。消費税は最終消費者が負担し、事

業者が預かって国に納付する間接税である以上、免税事業者の手元に消費税相当額が残るいわゆ

る「益税」の問題は、制度発足当初からの構造的な欠陥であった。インボイス制度の導入は、付加価

値税を採用する国際標準へと日本の税制を適合させ、この益税を解消して公平性を担保するため

の避けられないプロセスであると評価されている。 

他方で、実務現場からは猛烈な批判も存在している。日本の消費税は8%の軽減税率と10%の標準
税率が混在する複数税率制度を採用しており、これにインボイス制度が加わったことで、請求書の

記載要件の確認や仕入税額控除の計算が「限界を超えて煩雑化」している。経理担当者や税理士

の業務負担は爆発的に増加しており、ランサーズの調査でフリーランス自身が税務処理の難易度上

昇を訴えている状況の裏側で、専門家側も制度の複雑さに対して改善を強く求めているのが実態で

ある 3。 

国会における議論と経過措置の変遷 
国会においても、インボイス制度に関する議論は与野党が激しく衝突する主要な政治テーマとなって

いる。野党側が廃業リスクや物価高騰下での実質増税であることを指摘し制度の廃止・見直しを迫

る一方で、政府・与党は制度の定着を前提とした「激変緩和措置の延長」という手法で対応してい

る。 

自民党などの令和8年度税制改正大綱においては、「インボイス制度導入に係る各種経過措置は最
終的に終了することを堅持する」と明記され、制度の根本的な撤回は完全に否定された 5。その上
で、個人・中小事業者への配慮として、買い手側（クライアント）が免税事業者からの仕入れに対して

一定割合を控除できる経過措置（80%控除や70%控除など）のスケジュールを2年間後ろ倒しにし、



免税事業者が直ちに取引から排除されるリスクを緩和した 5。 

この政府の対応に対し、STOP！インボイス等の当事者団体からは、「負担軽減措置の改悪である」
「評価できない」とする回答が8割を超えるなど、政策決定層と当事者層の間の深い断絶は解消され
ていない 10。 

8. 現時点で未登録のフリーランスが取りうる3つの戦略的選択
肢と評価 
現在も全体の約7割近くを占める未登録（免税事業者）のフリーランスは 3、今後の事業継続に向け
て重大な経営判断を迫られている。以下に、現時点で未登録の事業者が取りうる3つの戦略的選択
肢を、それぞれのメリット・デメリットを比較衡量した上で提示する。 

選択肢1：免税事業者のポジションを維持する（インボイス未登録の継続） 
現在の取引先が免税事業者との取引を継続することに同意しており、かつ自身の売上高が1,000万
円以下の免税点にとどまる場合、あえて登録を見送るという防衛的戦略である。現在、クライアント

側には免税事業者からの仕入れであっても、2026年9月末までは80%、2028年9月末までは70%を
仕入税額控除できる経過措置が適用されているため、直ちに関係が破綻するわけではない 5。 

●​ 戦略的メリット： 
○​ 消費税の申告および納付義務が発生しないため、これまでの手取り収入（利益率）を最
大化したまま維持できる。これが最も直接的な経済的利点である。 

○​ インボイスの要件を満たす請求書の作成や、受領した領収書の登録番号確認など、制度
特有の煩雑な経理作業から完全に解放され、本来の業務（ライティング等）にリソースを

集中できる。 
●​ 戦略的デメリット： 

○​ 新規のBtoB案件を開拓する際、クライアント側の経理担当者が仕入税額控除の手間を
嫌い、課税事業者との競合において不利な立場に立たされる（事実上の取引排除）リス

クが常につきまとう。 
○​ 政府が設定した経過措置の控除率は、2030年9月末までの50%控除を経て、最終的に

2031年10月には完全に0%となるスケジュールが組まれている 5。この控除率の段階的
引き下げに合わせて、クライアントから消費税相当分の単価引き下げ（事実上の減額）

や、契約の打ち切りを打診される中長期的なリスクが存在する。 

選択肢2：課税事業者に転換し、時限的な「特例措置（2割・3割特例）」を活用す
る 
取引先との関係維持や新規クライアントの獲得を優先し、インボイス発行事業者として登録した上

で、政府が用意した激変緩和措置（特例）を最大限に利用する戦略である。事前の届出は不要であ

り、確定申告時にチェックを入れるだけで適用が可能である 5。 

●​ 戦略的メリット： 
○​ 適格請求書発行事業者となることで、コンプライアンスを重視する企業からの信頼を獲得



し、免税事業者を敬遠する優良案件を積極的に受注できる機会利益の拡大が見込める 3

。 
○​ 消費税の計算が「売上にかかる消費税額の2割（のちに3割）」を納付するだけで完結する
ため、経費の領収書を一つ一つ集計する原則課税と比較して、事務負担と税負担の双

方を劇的に抑制できる 5。 
●​ 戦略的デメリット： 

○​ 特例を利用したとしても、売上の数%に相当する新たなキャッシュアウトが確定するた
め、免税時代と比較して確実にと手取り収入が減少する。 

○​ 本特例はあくまで「時限措置」である。2028年9月末までの3割特例の期間が終了した後
は、より税負担の重い原則課税や簡易課税への移行を余儀なくされるため、根本的な解

決策にはならず、将来への問題の先送りに過ぎないという側面を持つ 5。 

選択肢3：課税事業者に転換し、恒久的な「簡易課税制度」を事前に選択・適用
する 
インボイス発行事業者に登録すると同時に、将来の特例措置終了を見据えた中長期的な防衛策と

して、恒久的な制度である「簡易課税制度」を適用する戦略である。ライター業は第5種事業（サービ
ス業）に分類され、みなし仕入率50%が適用されるため、実質的に受け取った消費税の半額を納付
することになる 2。 

●​ 戦略的メリット： 
○​ 特例措置が終了した直後に、最も負担が重くなる「原則課税」へと自動的に移行し、多額
の消費税納付を強いられる不測の事態（不意打ち）を防ぐことができる。制度が存続する

限り安定的に利用可能である。 
○​ 実際の仕入れにかかった消費税額を一つ一つ集計・計算する必要がないため、原則課
税に比べて経理・帳簿付けの事務的負担を継続的に大幅に軽減できる。 

●​ 戦略的デメリット： 
○​ 特例措置とは異なり、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに所轄の税務署
へ「簡易課税制度選択届出書」を提出するという事前手続きの手間が必要である 5。 

○​ 当面の期間について言えば、2割特例（納付額20%）や3割特例（納付額30%）と比較し
て、簡易課税は納付額が50%となるためキャッシュフローの観点から不利である。した
がって、「特例期間中は特例を選択し、その終了見込みに合わせて簡易課税の届出を提

出する」という極めて緻密な税務スケジュール管理が要求される。 

9. 結論：仮説の最終評価とフリーランス市場の今後の展望 
本検証の出発点であった「インボイス制度の導入により、年収500万円以下のフリーランスライター
の多くが課税事業者に登録したが、実際には消費税納付額が手取り収入を圧迫し、廃業率の上昇

につながっている」という仮説は、広範なデータと証言による検証の結果、**「インボイス登録はフ
リーランスに深刻な経済的打撃を与え、廃業を強く促進する要因となっているという点において事実

であるが、登録状況や事業的影響については二極化が進行している」**と総括される。 

第一の「多くが登録した」という認識については、直近の調査でも約7割が未登録（免税事業者を継



続）のままであるというデータが示しており 3、登録への抵抗感と心理的障壁は想定以上に強固であ
る。 

第二の「消費税納付額が手取り収入を圧迫している」という点については、定量的なシミュレーション

が如実に示す通り、2割特例といった緩和措置を利用したとしても、利益率の高いライターにとって売
上ベースで課される税負担は重く、物価高騰と社会保険料の負担増が相まって、実質的な可処分所

得を確実に削り取っていることが完全に立証された 7。 

第三の「廃業率の上昇につながっている」という点について、マクロな小規模事業者の倒産件数が

2025年から2026年にかけて高止まりを続けている客観的事実 9 と、当事者調査における36.7%とい
う高い廃業等検討層の存在 4 は強い相関関係を示している。インボイス制度は単独の要因ではな
く、ゼロゼロ融資の返済本格化や記録的なインフレといった巨大な経済的逆風と複合的に絡み合う

ことで、限界的な経営状況にあった小規模フリーランスを市場から強制的に退出させる強力な「最後

の一撃」として機能している。 

しかし一方で、この制度への適応が、一部のフリーランスにとっては「取引先からの信頼獲得」や「取

引の透明性確保」に繋がり、競合排除を通じたビジネスチャンスを生み出しているという冷厳な事実

もまた、データによって証明されている 3。 

今後のフリーランス市場は、インボイス制度という巨大な「ストレステスト」を経て、より残酷な淘汰の

プロセスを迎える。自らの専門性や付加価値を高め、確固たる価格交渉力を持って課税事業者とし

てのコストをクライアントに転嫁できる層と、それができずに手取りの減少に耐えきれず廃業や雇用

労働へと回帰する層との間の「二極化」は、2028年の特例措置の移行や2031年の経過措置の完全
終了に向けて、さらに容赦なく加速していくことが推察される。 
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